
解決策 ●自治体が、観光地等でのドローンの飛行を
　制限する条例を制定したり、口頭や
文書交付等によりドローンの飛行の中止等を
求めることが可能であることを明確化

●ドローンの飛行情報を関係者間で
共有できるシステムを構築

提案

・150m以上の高さの空域での飛行
・人口集中地区の上空での飛行
・夜間飛行
・イベント会場等の上空での飛行　等

「許可等が必要な飛行」

地域の声

観光地等での安全な
ドローン利用の確保

03事例

～悪質なドローン利用に対し、自治体が中止等を求める
　ことが可能である旨を明確化～

地方に対する規制緩和
詳しくは
提案募集方式データベース

QRコードからもアクセスできます

「2９年」
管理番号「88」
で検索!

パートナーカード
PARTNER CARD

ポイント
安全を脅かす可能性のあるドローン利用について、自治体が飛行中止等を
求めることができること、また、国と自治体が飛行情報を共有することによ
り、安全なドローン利用を確保（通知）

国と地方がより詳細なドローンの飛行情報を
共有することで、観光地等の安全管理に
資する

現場で飛行の中止を
求めることができるんです

現場でどこまで
対応できるのか…

何かが起きてからでは
遅いのだけど…

地域住民

地方

観光地等において人の頭上や
観光資産付近を無人航空機
（ドローン）が飛行し、
安全面に問題がある場合も

!地域の課題 な
ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

ドローンの有効利用にも
つなげたい

STOP!

住民サービスの向上

●地方公共団体がドローンの
飛行に関するルールを制定、
悪質な飛行に対し指導等で
安全なドローン利用の確保を行う

制度上の

支障
●飛行の具体的日時、場所の把握が困難
●許可等の有無にかかわらず、悪質な飛行に
対し飛行の中止等を求めることが可能か不明

ドローンの特別な飛行を行う場合には、
国土交通大臣の許可等が必要だが、

国
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